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地域の中から「施設」を見つめてみると
「三歩以上は駆け足」
「基礎体力の強化だけでは就職はできない」
１９７９年にコロニー雲仙に就職をしてから２３年間、
私は入所授産施設「雲仙愛隣牧場」の和牛科を担当
していました。
配属された当時の和牛科の目標だったのが「三歩

以上は駆け足」という言葉です。その言葉通り一輪
車で何かを運ぶ時に駆け足なのは勿論、牛舎までの
１．５キロは走って往復し、挨拶が出来ていないと呼
び止めてやり直す、非常に厳しい訓練を行っていま
した。
和牛科が担っていたのは、体力や精神力をつける

という、地域の職場実習に出ていくための基礎とな
る部分です。施設の中で能力を高めていかなければ、
地域には出ていけない。私たちはそう考えて、今で
は考えられないような厳しい訓練を必死に行ってい
ました。

地域から「施設」を見てみると
それを考え直すようになったのは、グループ実習

先の開拓の担当になったのがきっかけでした。
和牛科を利用されていた能力の高い人は次々と就

職を果たすが、施設に残った障がいの重い方の地域

移行が課題となっていました。農家や事業所という
場所をお借りして、職員が付添いで必要な支援を行
う、就労継続支援B型にもつながる「企業内授産
（実習）」という形をとりました。
これまでの和牛科の基準で考えるととても「地
域」に出せない方が、地域の中でどんどん成長して
いくという姿を見るようになるにつけ、私たちの「心
配」が杞憂だったのではないかと思うようになりま
した。

入所施設の修了
それが確信に変わったのは、「わーくかんまち」で

一般就労に向けた訓練を行うようになってからです。
「わーくかんまち」の訓練は決して楽ではありま
せん。一日５時間近くのクリーニング工場でのグ
ループ実習は体力的にも大変きついものです。しか
し、仕事がやさしかった前の訓練期へ戻ることを希
望する人は一人もいません。目標と同じ場所での実
習はやる気につながり、仕事が大変な分だけそれは
達成感となりプライドとなっていきます。
和牛科では反社会的行動に対する指導も行ってい
ました。自分が指導しないと地域に出ていけないと
思ってやった「スパルタ教育」よりも、地域で一社
会人としての自覚を促すという「地域の力」の方が
よほど大きかったことに気がつきました。

地域の中から「施設」を見つめてみると０１



勇気を出して一歩を踏み出す
この何でも自分で指導してしまおうという自己完

結な気持ちは、入所施設からの切り替えで最も苦労
したところです。利用者の方々は帰省先ではバスを
乗り回しているのに、ついつい職員で送迎を組んで
しまう。そうして成長する機会を奪ってしまう。
それは利用者だけではありません。私が社会人と

して大きく育てられたと実感するのは、地域に出て
様々な事業所と関わりを持つようになってからです。
施設から眺めて見ると「地域」こそが特別な場所

に見えます。しかし、一旦施設を離れてみると、囲
まれた環境に同じ顔ぶれがそろう「施設」こそが特
別な場所であること。そして、何もないように思え
る「地域」が、色々な力を秘めていることに気がつ
きます。
施設から地域ではなく、地域から施設を見る視点

を持つことが「地域移行」にはとても重要だと痛感
しています。分かりやすく言うと「我々はどこに向
かって今、支援していますか」ということです。
このガイドブックがそんな不安を軽減し、一歩を

踏み出す小さなきっかけになれば、私にとっても大
きな喜びになります。

就労移行支援事業所
「わーくかんまち」 管理者 横田登志広 本ガイドブックでは、「障がい者」と表記しています。
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●就労移行支援にあたって
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離職後、通勤寮（現宿泊型自立訓練）と併用し
就職された方 ２５

●個人事例②
デイサービス利用から就職を希望された方 ２７

●地域で行う就労移行支援とは？
一人ひとりに違う就労移行支援 ２９
地域の中で地域の資源を使って ３０

●就労継続支援Ｂ型のしくみ
point１ ジョブトレーナーが就労を支える ３２
point２ 地域社会資源の積極的活用 ３２

●就労継続支援Ｂ型の未来像 ３３

就労移行支援の充実をめざして
２００６年４月に施行された障害者自立支援法の施策のポイ
ントには、就労支援の強化が打ち出されています。
しかし、現状ではその柱となる就労移行支援事業は充分

に機能していないようです。２００８年４月現在、契約を終了
した人の中で一般就労された人は１４．４％。また、定員の半
分以上を一般就労させた事業所が１１．９％あるのに対して、
一人も一般就労をさせていない事業所が４割弱あります。
（「障害者の自立を支援するために」厚生労働省 社会・
援護局 障害保健福祉部 障害福祉課）
まだ２年を経過していない事業所も多く、この数値をそ

のまま正確な就職率としてみるのは、あまりにも無理があ
り、今後、経過の中でより適正な実績数値が出てくると思
います。
ただ無理はあるものとしても、この現状の数値からまわ

りを見渡すと、統一した職業訓練のプログラムが準備され
ていないためか、「一般就労」に向けた福祉サービスの提
供事業所に、大きな格差、バラつきが生じてきているので
はないでしょうか。
コロニー雲仙（社会福祉法人 南高愛隣会）は、２００９年、

障害者自立支援法に完全移行を果たし、就労移行支援を軸
として「一般就労」に向けた支援を行ってきました。
同法が目指す地域の中での一般就労にあたって重要で有

効となってくるのが、地域の社会資源の積極的な活用です。
本ガイドブックでは、地域の社会資源を活用したコロニー
雲仙での就労移行支援事業所「わーくかんまち」（諫早市）
とそれに関わる他日中系事業の取り組みを紹介します。

目次 ０２
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夜間、宿泊型自立訓練との連携した一定期間の生活訓練の実施�
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●長崎地域サービスセンター�

日中活動の場�
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●ラポート作り�
●個別能力の把握（アセスメント）�
●利用意向の見極め�

●基礎体力の強化�
●基本的労働習慣�
（礼儀、衛生面、健康管理）�

●精神力の強化�
●基本的労働習慣�
（意思交換、積極性、協調性）�
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●職業意識の強化�
（意識、意欲、集中力）�
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利用者のニーズに応�
じて、生活面の支援�
も同時に行い、一体�
的なサービスを提供�
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②基礎訓練期（前期）�

③基礎訓練期（後期）�

障害者就業・生活支援センター�

就労
支援

障がい者の「働きたい」を実現する就労移行支援 システム

就労支援の相関図 就労支援の相関図０５ ０６



職業評価�

（1）  ラポート作り�
（2）  個別能力の把握（アセスメント）�
（3）  基本姿勢、基本動作訓練�
（4）  利用意向の見極め�

暫定期間�

●基礎体力訓練（ジョギング）�
●グループ活動（デイキャンプ）�

●基本動作訓練（挨拶、返事等）�
●園芸活動（野菜・花苗栽培）�
●余暇活動�

●基本動作訓練（挨拶、返事等）�
●筋力トレーニング（腕立、腹筋等）�
●調理実習�
●園芸活動（野菜・花苗栽培）�
�●余暇活動�

（時間）�

（時間）�

●グループ実習（清掃作業）�
●基礎体力訓練（ランニング等）�
●スポーツ・レクリエーション�
　（水泳・サッカー）�

●筋力トレーニング�
●社会生活学習�
●余暇活動�

●グループ実習（野菜の出荷等）�
●基礎体力訓練�
●スポーツ・レクリエーション�
　（水泳・サッカー）�

（1）  基礎体力の強化�
（2）  精神力�
（3）  基本的労働習慣�
　　（礼儀、衛生面、健康管理）�
（4）  社会的ルール、マナー�

（1）  精神力の強化�
（2）  基礎体力�
（3）  基本的労働習慣�
　　（意思交換、積極性、協調性）�
（4）  人間関係を学ぶ�

（1）  職業意識の強化�
　（意識、意欲、集中力）�
�

●グループ実習�
　（施設外就労）�
　クリーニング工場�

●職場見学�
●個別実習（施設外支援）�
　複数の職場での実習�

●求職活動�
●個別実習（施設外支援）�
　就職を前提とした実習�

●進路指導等�
●余暇活動�

●実習評価�
●余暇活動�

（1）  職業技能・技術の強化�
　（確実性、機敏性、持続性）�
（2） 適性にあった職種・職場�
　　の見極め�

（1）  職場探し�
（2）  職場実習～�
　　　一般就労の実現�

（1）  職場定着を支援�

自立訓練（生活訓練）�

フォローアップ期�

職場適応訓練�

障害者試行雇用（トライアル雇用）事業�

職場適応援助者（ジョブコーチ）�

精神障害者ステップアップ雇用�

基礎訓練期（前期）� 基礎訓練期（後期）�
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施設外就労（職場実習にお�
ける1週間の評価）�

考査内容�

職業意識（意識、意欲、集中�
力）�

評価内容�

施設外支援（職場実習にお�
ける1週間の評価）�

考査内容�

職業技能・技術（確実性、�
機敏性、持続性）�

評価内容�

施設外支援（就職を目指す�
職場での実習評価）�

考査内容�

就職合否に係る総合評価�
評価内容�

就職�
決定�
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練
内
容
及
び
一
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当
た
り
活
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平
均
時
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フォローアップ期�

フォローアップ期�

基礎訓練期（前期）� 基礎訓練期（後期）�

一貫したトレーニングで雇用を目指す
自立訓練（生活訓練）を就労移行支援の前段階の準備訓練期として捉え、ステップアップ方式による成長度に応じた段階

的なトレーニングが就労移行支援の大きな特徴です。
自立訓練（生活訓練）によって基礎体力と生活習慣を作り、その後就労移行支援で社会資源を活用した実際的訓練に入っ

ていきます。

就労移行支援のしくみ

就労移行支援のしくみ 就労移行支援のしくみ０７ ０８



暫定期間2か月�導入訓練期�

自立訓練（生活訓練）�

事業所内での活動�

職員� 利用者�

活動形態� 事業所内作業�

利用者と職員が事業所内でグループ活
動を通し訓練します。�

公園・プール・キャンプ場

グループ活動で活用

交通機関

「わーくかんまち」
への通勤訓練

保健所 医療機関（精神科）

発達障害者支援センター

支援にあたっての助言・相談協力を依頼

● 基本動作訓練
（時間の厳守、返事、
挨拶、敬語の練習）

● 園芸活動 ● 余暇活動
（スポーツレクリエー
ション、ハイキング、
水泳教室等）

仲間作り及び職員との信頼関係作り
これから訓練を行うにあたり、最も大切になることが、仲

間作り及び職員との信頼関係の形成です。グループ

活動（野菜や花苗を育てる園芸活動）を通しお互いが

協力し合うことで仕事の楽しさや苦しさを共感すること

から信頼関係を築いていきます。

活用する社会資源

暫定期間における、�アセスメント内容、�個別支援計画、�支援実績記録、�評価結果を作成し、利用者の市町村へ提出。

作業場所は事業所内、関わる人も同じ事業所のメンバーと職員のみの、落ち着

いた環境の中での活動。

個別能力（体力、適性、課題点）の把握と
利用意向の見極め
導入訓練期の中で、個別能力がどの程度あるかをア

セスメントすることにより、適性や課題点を見出します。

また、アセスメント等を基に三者面談（本人、保護者、職

員）を行い、訓練効果の可能性を踏まえ、今後の利用

継続について支援します。（生活介護等への移行もあ

ります）

就労移行支援のしくみ

自立訓練（生活訓練） 就労移行支援 フォローアップ期

これからの訓練にむけて、仲間づくりと、一人ひとりの能力を把握すること
が大切です。

新しい利用者にとっては不安いっぱいの中、いよいよ訓練のスタートです。
事業所の訓練にスムーズに入ることが重要であるため、まずは仲間作りや職
員との信頼関係作りを行う大切な時期となります。

目的

1
目的

2

月 火 水 木 金 土

午

前

基本動作訓練（挨拶、返事、報告等）

園芸活動

基本動作訓練

調理実習

基本動作訓練

園芸活動 余暇活動
（デイキャンプ・スポー
ツレクリエーション・ハ
イキング等）

午

後

園芸活動 歩行訓練（５�） 園芸活動

基礎体力訓練
（ジョギング）

基本動作訓練 基礎体力訓練
（ジョギング）

社会資源活用 事業所内訓練

園芸活動（追肥作業）

導入訓練期０９



基礎訓練期（前期）�

活動形態�

利用者と職員が事業所外（公園等）のグ
ループ活動を行います。�

自立訓練（生活訓練）�

職員� 利用者�

地域の方�

地域での活動�

事業所の外へ�

交
流�

グループ実習�
（請負作業）�

就労継続支援Ｂ型

体験利用で体力強化、
基本的生活習慣の確立に
利用。

公園・プール・市民体育館

体力づくりを行う。

商店

材料の
買出しでお金の
使い方を学習。

公共施設

（図書館、公園）

グループ請負作業の実
習先。公共施設が受け
入れられやすい。

● 県立総合運動公園全
体の清掃作業や花壇の
管理を担当。

● 公園、プール、体育館
等での体力づくり。

● 木曜日には昼食作り。
材料の買出しでお金の
使い方を学習。

基礎体力の強化
１日８時間週４０時間の労働が可能になるたくましい

体力、集中力・持続力を身につけます。前期は体力の

強化に重点を置きます。

活用する社会資源

３か月ごとの個別支援計画のモニタリング（必要に応じ、個別支援計画の変更）

作業場所を事業所内から地域へ移し、地域の方との交流が始まります。

作業は生産性が問われない活動が適当です。

社会的ルール、社会的マナーを身につける
活動場所が地域に移り、地域の人との交流が始まる

中で、社会的ルールや社会的マナー、必要となってくる

社会適応能力（電話、公共交通機関の利用、読み書

き）の向上を図ります。

就労移行支援のしくみ

この期から評価を開始します。（詳しくはｐ１７を参照）

目的

1
目的

2

月 火 水 木 金 土

午

前

基本動作訓練

筋力トレーニング

園芸活動

基本動作訓練

調理実習
（昼食を作る）

基本動作訓練

基礎体力強化訓練

園芸活動
余暇活動
（スポーツレクリエー
ション・登山・ハイキン
グ等）

午

後

グループ実習
（県立総合運動公園清掃作業）

園芸活動 グループ実習
（県立総合運動公園清掃作業）

基本動作訓練 グループ実習
（県立総合運動公園清掃作業）

歩行訓練（８�）基礎体力訓練
（ランニング）基本動作訓練 基礎動作訓練基本動作訓練

社会資源活用 事業所内訓練

自立訓練（生活訓練） 就労移行支援 フォローアップ期

事業所を離れグループ請負作業を行う中で、社会的マナー、基礎体力を
身につけます。

事業所の日課や雰囲気にも慣れてきたところで本格的な訓練へ入っていき
ます。この訓練期では、一般就労という目標を見据えた上で、基礎体力の強
化と基本的労働習慣の向上を重点に指導します。

県立総合運動公園の清掃作業

基礎訓練期（前期）１０



基礎訓練期（後期）�

職員�

責任者�

実習先の従業員�

利用者�

一般事業所�

作業の�
指導�

アドバイス�

利用者と職員が企業内で職場の方と一緒
に作業します。�

自立訓練（生活訓練）�

活動形態�
グループ実習�

（企業内作業）�

精神力の強化
後期では１日８時間働けるための精神力（集中力、持

続力）の強化に重点を置きます。

基本的労働習慣の確立
前期は礼儀、衛生面、健康管理、後期は意思交換、作

業への積極性、協調性等に重点をおいて指導します。

活用する社会資源

３か月ごとの個別支援計画のモニタリング（必要に応じ、個別支援計画の変更）

職員付き添いによる一般事業所での作業が開始。「働く」という要素が追加さ

れ、地域の方と一緒に働く中で、人間関係を学ぶ。

アリアケファーム�で各種野菜の出荷作業を行いま
す。グループ実習時間も９：００～１５：３０の５．５時間（月

～金）に増え、事業所の方と一緒に作業をするという、

より一般就労に近い環境になります。

生産性が求められる環境の中で、基礎体力から一歩

進んだ、精神力の強化と基本的労働習慣を確立します。

人間関係を学ぶ
実習先事業所の方と一緒に作業を行います。その中で

作業に関する指導や、アドバイスを受けることにより、協

調性をはじめとする人間関係を学びます。

就労移行支援のしくみ

自立訓練（生活訓練） 就労移行支援 フォローアップ期

一般事業所での作業が開始。自立訓練（生活訓練）のまとめ。

この訓練期は自立訓練（生活訓練）事業におけるまとめの訓練期となりま
す。基礎体力の増進から、精神力の強化を中心とした指導へ移り自立心を高
めていきます。
これまでの自立訓練における総合評価をステップアップ考査（p１８参照）

という形で行い、今後の就労移行支援等の進路を進めます。

目的

1
目的

2

公園・プール・市民体育館

体力づくりを行う。

目的

3

一般事業所

グループ実習の活動場所

就労継続支援Ｂ型

体験利用で体力強化、
基本的労働習慣の確立に
利用。

月 火 水 木 金 土

午

前
グループ実習（野菜の出荷作業）

余暇活動
（水泳教室、ボランティア
活動等）

午

後

グループ実習（野菜の出荷作業）

筋力トレーニング
（腕立て、腹筋、スクワット等）

基本動作訓練 筋力トレーニング 基礎体力訓練
（ランニング）

基本動作訓練

社会資源活用 事業所内訓練

ニンニクの出荷作業

基礎訓練期（後期）１１



応用訓練期�

職員� 利用者�

一般事業所�

利用者と職員が企業内で職場の方と一
緒に作業します。�

就労移行支援�

活動形態�
グループ実習�

（施設外就労）�

より高いレベルでの生産性
が要求される�

1

2

3

三者面談（本人、保護者、職員）
就職を想定した上で、生活場所、希望の職種について確認します。

障害者職業センターでの職業評価
障害者職業センターに依頼して職業能力を明らかにすることにより、職業訓練における支援計画や進路指導に活か

します。

障害者就業・生活支援センターへの登録

職業意識の強化（意識、意欲、集中力）
職業意識とは、仕事に対する意識、意欲、集中力を表します。指導する上で最も難しく、定着を図るためには訓練における日々の

積み重ねが重要となります。

責任感、忍耐力、上下関係を理解し行動する等の、より高いレベルでの職業意識の能力アップを目指します。役割や目標をしっ

かりと意識づけて、丁寧に指導することにより、職業意識の定着を図ります。

活用する社会資源

３か月ごとの個別支援計画のモニタリング（必要に応じ、個別支援計画の変更）

より生産性が求められる環境で、職員付き添いのグループ実習（施設外就労）。

長崎グランドサービス�での施設外就労を通し、枕
カバーのクリーニング作業を行います。作業の流れが

早く、一つひとつの動きに、集中力が求められます。

会社内の厳しい規則を守らなければならないという環

境のため、高いレベルでの職業意識・職業技能の指導

が可能になります。

就労移行支援のしくみ

自立訓練（生活訓練） 就労移行支援 フォローアップ期

本格的な職業訓練のスタート。

この訓練期から就労移行支援となり、いよいよ本格的な職業訓練に入りま
す。これまでの基礎訓練で身に付けた力に加え、一般事業所の高い作業レベ
ルで訓練することにより、職業意識・職業技能の能力アップを図ります。

月 火 水 木 金 土

午
前 グループ実習（施設外就労）

余暇活動

午
後 グループ実習（施設外就労）

社会資源利用 事業所内訓練

障害者職業センター

職業評価

一般事業所

グループ実習の実習場所

目的

1

障害者就業・生活支援センター

登録後、生活面での支援、
実習先の情報提供

枕カバーのクリーニング作業

応用訓練期 １２



実践訓練期�

巡回�

巡回�

利用者�
一般事業所B

職員�
一般事業所A

就労移行支援�

複数の職場での個別実習�

異なる一般事業所での個別実習�
職員による毎日の巡回指導�

活動形態�個別実習（施設外支援）�

1

交通機関

実習先への通勤訓練

障害者就業・生活支援センター

職業安定所

実習先の情報提供

一般事業所

就労継続支援Ａ型

職場実習先

スーパーでの商品出し
作業

クリーニング工場での
服のハンガーかけ作業

職場見学・進路指導
異なる職場を見学することにより就職にあたっての具体的なイメージを明確にし、同時に就職に向けての意欲を高
めます。

職業技能・技術の強化（確実性、機敏性、持続性）
職業技能とは、確実性、機敏性、持続性のことをさします。早く、確実に、継続して仕事することは、どこの職場でも求められるため、
一般就労の実現においては職場が求めるレベルを目標とします。

その人の適性に合った職種・職業の見極め
異なる職種での個別実習を体験することにより、その人の適性に合った職業は何かを本人と一緒に見極めていきます。

活用する社会資源

３か月ごとの個別支援計画のモニタリング（必要に応じ、個別支援計画の変更）

職員から離れた個別実習（施設外支援）。複数の事業所を体験していく中で、
課題を克服していくことが大切。

個々の適性に応じて、地域の
一般事業所（就労継続支援Ａ型
を含む）で個別実習（施設外支
援）を実施します。これまで職
員引率によるグループ実習で学
んだことが、個別実習で活かせ
るか確認します。

実際の職場でどの程度対応できるか評価し、新たな課題についてはグループ
実習（施設外就労）の中で再訓練します。
あくまで就職に向けた実習ではなく、職場でのトレーニングとして行うため、

複数の事業所を体験させることが望ましいです。

就労移行支援のしくみ

目的

1

自立訓練（生活訓練） 就労移行支援 フォローアップ期

職場見学及び異なる職種での個別実習を複数体験することにより、職業
適性の見極めと、実際的な職業技能を鍛えます。

この期から就職を視野にいれた職場見学や、企業内での個別実習（施設外
支援）を中心として取り組みます。これまで利用者がイメージとしてとらえ
ていた進路を、具体的に考え出す大切な時期になります。
実践訓練期の施設外支援では職業技能が高く求められることになり、職業

適性を見極めるきっかけとなります。

目的

2

月 火 水 木 金 土

午
前

個別実習（施設外支援）
一般事業所での作業 余暇活動

午
後

個別実習（施設外支援）
一般事業所での作業

社会資源活用 事業所内訓練

食品工場での職場実習

実践訓練期１３



移行訓練期�

職員�

就労移行支援�

巡回�

巡回�

利用者�
Aさん�

Bさん�
利用者�

一般事業所�

一般事業所�

就職を前提とした個別実習�

実習先からの指導を中心とし、職員は
定期的な巡回指導�

活動形態�個別実習（施設外支援）�

1

2

障害者職業センター

職場適応援助者
（ジョブコーチ）
支援事業活用

障害者就業・生活支援センター

就職先情報の提供、ジョブコー
チのあっせん、就職後支援の引
継ぎ

一般事業所

職場実習先

職業安定所

就職先の情報提
供、就職に向け
ての手続き、雇
用制度の活用

職場探し（詳しい過程についてはｐ２１を参照）
就職後さまざまな困難にあった時、「自分が希望した職場でなかった」という理由から離職につながるケースがあ

ります。希望と現実の差を埋め納得して就職できるよう、できるだけ本人主体で職探しを行います。

四者・五者面談
本人、保護者、就職先事業所、職業安定所、職員で就職可能かの決定。

活用する社会資源

３か月ごとの個別支援計画のモニタリング（必要に応じ、個別支援計画の変更）

就職を前提としている事業所での個別実習（施設外支援）。

ジョブコーチ事業の活用も可能になり、職場定着に向けた引継ぎを開始します。

就職を前提とした職場実習（施設外支援）となります。実習期間中は定期的

に巡回指導を行うことで、活動状況を把握します。新たな課題については集中

した指導を行うことにより、課題の克服に努めます。また、就職後を想定した

生活環境下での生活体験も効果的であることから、生活支援を担当するグルー

プホーム・ケアホームや宿泊型自立訓練等とも連携を図り、就職へのスムーズ

な移行を目指します。

就労移行支援のしくみ

自立訓練（生活訓練） 就労移行支援 フォローアップ期

いよいよ就職です。

就職という目標を達成する最後の訓練期となります。求職活動から就職決
定にいたるそれぞれの場面において利用者の主体性に基づいて進路指導を行
うことにより、就職後の定着を目指した指導を行います。

この期からジョブコーチ等の関連制度の活用が可能。（詳しくはｐ１９を参照）

月 火 水 木 金 土

午
前

個別実習（施設外支援）
就職を前提とした一般事業所での作業 余暇活動

午
後

個別実習（施設外支援）
就職を前提とした一般事業所での作業

社会資源活用 事業所内訓練

就 職 決 定 旅立ちを祝う修了式を開催

ジョブコーチ支援が開始

修了式

移行訓練期 １４



フォローアップ期�

移行訓練期� フォローアップ期� 職場定着期�

・就職後の継続支援�

・就職・職場定着支援�
・就業に伴う生活支援�
・事業主支援�

支援の移管� 障害者就業・生活支援センター�

就労移行支援�

就職�
決定�

6か月�

就労移行支援事業所�

相談支援事業所�

障害者就業・生活支援センター�

職業安定所�

・職業相談�

障害者職業センター�

・ジョブコーチ支援事業�
・職業評価�

・職場定着支援�
・事業主への各種制度の
紹介、利用のあっせん�
・事業主支援�

・医療の支援�
 （病院への連絡、保健サービスの利用調整）�
・就労面に関する生活支援�
・休日中の福祉サービスの利用調整�

支援の橋渡し�

生活面への支援�就業面への支援�
利用者�

1

2

3

職場定着支援
就労移行支援終了直後は一週間に一回の割合で職員による定期的な職場訪問を行いますが、徐々に訪問の回数を減

らしていきます。また、新たな問題が発生した場合は、職場内で集中的支援を行うことにより、問題を克服します。

継続した職場定着への支援の橋渡し
就職直後は、就労移行支援事業所による継続支援を中心にしますが、職場定着の支援を障害者就業・生活支援セン

ターへ移し、継続した職場定着を図ります。

生活支援
日常生活や金銭管理等の問題により就業面で支障が生じる場合は、障害者就業・生活支援センター等へ支援を依頼

します。

個人を支える地域資源の仕組み（ネットワーク）

就労移行支援のしくみ

自立訓練（生活訓練） 就労移行支援 フォローアップ期

障害者就業・生活支援センターとの連携。

就職という目標の実現と同時に就労移行支援事業が終了となります。しか
しまだ安心は出来ません。社会に出ると何らかの問題が生じる場合がありま
す。その時に必要な支援を受けることで改善し、安定した社会生活の継続が
図られます。
そこで就労移行支援事業所から地域の障害者就業・生活支援センターへ支

援の橋渡しを行い、安定した職場定着を目指します。

フォローアップ期１５



1

2

3

体力強化、基本的労働習慣の確立としての活用
基礎訓練期（前期・後期）における体力強化、基本的労働習慣の確立を目的とした体験実習を実施します。

自立訓練（生活訓練） � 就労継続支援Ｂ型

個別実習（施設外支援）としての活用
実践訓練期（就労移行支援）の初期段階において、個別実習（施設外支援）という形で就労継続支援Ａ型での職場

体験実習を実施します。Ａ型事業所は、障がい者の保護的雇用の場です。障がいのある仲間が多くいて、福祉の専

門職員がいるため、単独での実習に不安のある方にも有効です。
就労移行支援 � 就労継続支援Ａ型

就労継続支援事業所利用者の次なる進路指導としての活用
就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所から直接一般事業所への移行を希望される方に対して、就労移行支援が取り組

んでいる一般事業所での体験実習を通し職業意識・職業技能を身につけます。

就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型 � 就労移行支援

就労移行支援にあたって 1

就労継続支援事業所との効果的連携
就労継続支援事業所を、地域資源の一つとして捉え、

段階的訓練カリキュラムと照らし合わせて活用します。

就労移行支援にあたって１ 就労継続支援事業所との効果的連携 １６



考査内容 �
施設外支援�
（就職を目指す職場での実習評価）�
評価内容 就職合否に係る総合評価�

考査内容 �
施設外支援�
（職場実習における1週間の評価）�
評価内容 �
職業技能・技術�
（確実性、機敏性、持続性）�

考査内容 �
施設外就労�
（職場実習における1週間の評価）�
評価内容 �
職業意識（積極性、責任感）�

考査内容 3泊4日の歩行�
 団体行動�
評価内容 基礎体力�
 精神力、協調性�

考査内容 体力テスト�
 グループ活動�
評価内容 基礎体力、協調性�

考査内容　基本動作�
評価内容　基本動作、基本姿勢�

社会生活習慣�

評価項目（100点満点）�

20点�

35点�

15点�

15点�

20点�

10点�

10点�

35点�

20点�

25点�

10点�

10点�

20点�

35点�

20点�

35点�

50点�

20点�

20点�

25点�

10点�

10点�

10点�

10点�

10点�

各項目を平均的にチェックする。�

考査�

評価に基づいて工賃を支給�

評価に基づいて工賃を支給�

評価に基づいて工賃を支給�

評価に基づいて工賃を支給�

評価に基づいて工賃を支給�

1か月ごと�
の評価�

訓練期終了時�

訓練期終了時�

訓練期終了時�

訓練期終了時�

訓練期終了時�

訓練期終了時�

1か月ごと�
の評価�

1か月ごと�
の評価�

1か月ごと�
の評価�

1か月ごと�
の評価�

評価は各訓練期によって重視する項目が変わります。�pointpoint

pointpoint

職業基礎習慣�

pointpoint

職業意識�

職業技能�

pointpoint

pointpoint

pointpoint

自立訓練（生活訓練）�

基礎訓練期�
（前期）�

基礎訓練期�
（後期）�

導入訓練期�

基礎訓練考査�

ステップアップ考査�

導入訓練考査�

就労移行支援�

応用訓練期�

実践訓練期�

移行訓練期�

応用訓練考査�

実践訓練考査�

修了考査�

職業基礎習慣（時間の意識、出勤の習慣等）�
職業意識（仕事に対する意識・意欲、集中力等）�
職業技能（確実性、機敏性、持続性等）�
社会生活習慣（挨拶・返事・言葉づかい、健康管理等）�
個人別目標�

就労移行支援にあたって 2

訓練効果を高めるための評価・考査について
日頃の訓練だけでは、なかなか意欲が高まらなかったり、意識の継続が出来なかったりします。

そこで訓練の効果を上げるために、毎月の評価とそれに基づく工賃の支給、また、各訓練期から次の訓練期へステップアッ

プする時、その訓練期ごとに求める能力が目標に達しているかどうかの考査（試験）を行います。

就労移行支援にあたって２ 訓練効果を高めるための評価・考査について１７



評価表

〔例〕
基礎訓練期（前期）
の場合

評価・工賃の支給

毎月、訓練期

ごとの評価表に

基づいて採点し

ます。

その評価に基

づき、工賃を支

給します。潜在

的な違いがある

ため、＋αで本人の努力の度合い・成長度も評価し

ます。努力した分だけ評価が上がり、工賃も上がる。

また逆に頑張りが足りなかったりトラブルがあった

りした場合は評価も下がり、工賃も下がります。分

かりやすいために、訓練への意識も高まりやすいで

す。

工賃の支給に際しては、評価の明細票を一緒に渡

し、努力でき良かった点と、課題点から見えてくる

今後の目標を確認します。

また、訓練への意識づけ以外にも、金銭管理の学

習や、楽しく使うことを体験させることで、就職へ

の動機づけにつながり有効です。

ステップアップ考査
自立訓練（生活訓練）から就労移行支援へステップアップ

するための節目にステップアップ考査を実施します。
３泊４日の日程で島原半島１４０㎞を歩きます。リーダーを

中心とした小グループごとの活動を通し、一人ひとりの評価
を行います。
これまでの自立訓練（生活訓練）において、求める個々人

の目標に対し、それぞれの達成度を明確にすると共に、課題
点については、集中的に指導を行い、改善することで、最低
限身に付けておくべきレベルまで引き上げる機会とします。

●利用者にとっては、体力と精神力の限界に挑戦す
る事で、就労にあたっての自信をつけさせる機会
となります。

●今後、社会の中で困難に
ぶつかった時に乗り越え
る力となります。

※ 各訓練期ごとに、目的に応じ評価項目が変わります。詳しくは参考資料（ｐ４４～）参照。

一丸となってゴールを目指
します。

就労移行支援にあたって２ 訓練効果を高めるための評価・考査について １８



（（（ ）））））） 就労移行支援

障害者就業・生活支援センター就業・生活支援センター

　移行訓練期からフォローアップ期においては、福祉サービスの利用と共に、関連制度の併用を行います。各
制度を実施する、職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等の就業支援の専門
機関と連携することで、①事業主と障がい者に多角的な支援が提供でき、②就労移行支援事業終了後、職
場定着の橋渡しが可能になります。
　制度を利用する場合は、利用開始と終了時に各機関との拡大ケース会議を実施します。

ケース会議

事業主、職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所

事業主、利用者本人の意思確認、課題分析、支援内容の確認、雇用支援制度の情報提供

）基礎訓練期（前期） ）基礎訓練期（後期）

●
グ
ル
ー
プ
実
習
（
請
負
作
業
）

●
グ
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プ
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業
）
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）
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プ
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内
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）
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）

●
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（
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外
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）
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定
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●
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し
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外
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労
）

●
グ
ル
ー
プ
実
習（
施
設
外
就
労
）

●

●登録
●実習先の情報提供
●生活支援開始

●実習先の情報提供
●生活支援

●就職先の情報提供
●ジョブコーチのあっせん

関

連

制

度

等

障害者試行雇用（トライアル雇用）事業

就労移行支援にあたって 3

関連制度

障がい者の一般就労にあたっては、障がい者と事業主相互の不安を取り除き、ミスマッチを防ぐ為の様々な制度が存在します。

就労移行支援の職場実習から一般就労への移行の中では、これらの制度を活用することが効果的です。

また、障がい者の一般就労を支援する障害者就業・生活支援センターとの連携が有効になります。

2 職場適応訓練

就職を前提として行う実地訓練で
す。職場の環境に適応することを容
易にし、スムーズな就職につなげる
ことを目的とします。事業主と訓練
生には、委託費と訓練手当が支給さ
れます。

期間 ６か月（中小企業及び重度障
がい者の場合は１年以内）

費用 事業主へ
訓練生１人につき月額２４，０００円
（重度障がい者の場合２５，０００円）
の委託費
訓練生へ 訓練手当

問合せ先
職業安定所（ハローワーク）

3 精神障害者ステップアップ雇用

精神障がいのある方を試行的に雇
用し、一定の期間をかけて職場への
適応状況等に合わせて徐々に就業時
間を延長していく事業です。
事業主と精神障がいのある方の相

互理解を深め、その後の常用雇用へ
の移行や雇用のきっかけ作りを図り
ます。

期間 ３か月～１２か月
費用 事業主へ

障がい者１人につき
月額２５，０００円の奨励金

問合せ先
職業安定所（ハローワーク）

4 職場適応援助者（ジョブコーチ）

障がい者が円滑に職場に適応でき
るように、地域の障害者職業セン
ター等から援助者が一定期間職場に
出向いて、支援を行います。本人へ
の直接的・専門的支援だけでなく、
事業主や職場の同僚に対しても障が
いを理解してもらうための助言やア
ドバイスを行い、共に働きやすい職
場環境をつくります。就職後も定期
的に職場を訪問し、フォローアップ
を行います。

問合せ先
障害者職業センター
職業安定所（ハローワーク）

6 特定求職者雇用開発助成金

新規に雇い入れた障がい者に対し

て、１年ないし１年半の期間、給与

の一部を助成する制度です。助成に

あたっては、当該雇い入れ前後６か

月間において、事業所で雇用する雇

用保険被保険者を事業主の都合で解

雇したことがないことをはじめとす

る一定の条件があります。

問合せ先

職業安定所（ハローワーク）

雇用支援協会

1 職業評価

職業の適性検査を行い、どんな仕

事に興味があるのか、仕事に就くた

めの準備がどの程度整っているのか

を把握し、職業リハビリテーション

計画を策定します。

問合せ先

障害者職業センター

職業安定所（ハローワーク）

5 障害者試行雇用（トライアル雇用）事業

３か月間の試験的な雇用です。障
がい者雇用に対する不安を軽減し、
就職にあたって事業主と障がい者相
互の理解を深めることを目的にして
います。契約終了後の雇用は義務付
けられておりません。

期間 ３か月
費用 事業主へ

障がい者一人につき
１か月４０，０００円の奨励金

問合せ先
職業安定所（ハローワーク）

就労移行支援にあたって３ 関連制度 就労移行支援にあたって３ 関連制度１９ ２０



職場探しの補助�

実習契約�

就職決定�

●　交通機関（バス、鉄道、自転車、徒歩）で
通える地域の範囲を調べる。�

●　新聞、職業安定所（障がい者担当）、
求人情報誌、障害者就業・生活支
援センターと連携をとり、障害者求
人に関する情報を提供してもらう。�

障がいの特性や、希望する職種によって
は、本人の状況を見ながら、時期を見計ら
って職場実習先の情報を提供します。�

●　本人の希望や適性を踏まえ、その人
の適性にあった職場を、個別訪問、
電話をかける等して、探していく。�

●　就職後の生活の場を確認する。�
●　就職相談を行い、希望する仕事と本人の適性について自己認知を促す。�

本人、保護者、職員�

本人、保護者、就職先事業所、職員（職業安定所）�

�
●　職場実習が行えるかを確認する。�

●　雇用が可能かの検討。�
●　雇用助成制度についての説明。�

本人�

雇用可�雇用否�

本人�

ア
ド
バ
イ
ス�

職員�

職員�

就労移行支援�一般事業所�

雇用契約�
本人�

一般事業所�

●　通える範囲で、自
分の希望する職
場を、職業安定所
（障がい者担当）、
求人情報誌や電
話帳で調べる。�

メンバー�

メンバー�

三者面談�

職場探し�

職場見学・面接�

四者（五者面談）�

施設外支援（就職を目指す職場実習）�

●　求人情報誌や電話帳に希望する企業が�
　　あった場合、求人の有無を電話で確認する。�
�

Point 

1

Point 

2

本人主体の職探し
職場定着の鍵は、本人の希望と職場のマッチングであるため、本人が納得した就労へのステップとして職探しは重

要となります。例えば本人が保育士やトラックの運転手になりたいという希望を持っていた場合、本人が職探しの

中で実際の事業所にで向き、そこで資格や免許証が必要ということに気付く体験に導くなどが大切です。

職場実習でマッチングを図る
職場実習を行うことで、本人と職場とのマッチング状況の確認もでき、事業所側の障がい者雇用への不安を取り除

くことが出来ます。

就労移行支援にあたって 4

職場探しへの支援
職場探しにあたっては、利用者の希望と現実のギャップを埋めて「納得」して就職できるように、

できるだけ本人主体で職探しを行うことをポイントに支援します。

就労移行支援にあたって４ 職場探しへの支援２１



宿泊型�
自立訓練�

●職業評価�
●ジョブコーチ支援�

●就職�
●グループ実習（施設外就労）�
●個別実習（施設外支援）�
●職場見学�
�
�

●財産管理�

●支援にあたっての�
　助言・相談・協力を依頼�

社会資源�

就労支援�

社会福祉協議会�

保健所�

行　政�

発達障害者支援センター�

障害者職業センター�

医療機関（精神科）�

公共施設（公園・プール・体育館）�

公園やプールや体育館は、基礎体力訓
練やレクリエーション活動、グループ
実習で使用します。�
また、ボランティア活動を通し、地域
への貢献の意識を芽生えさせます。�

利用者は通勤練習（危険箇所の
確認、時間の意識付け等）を経て
事業所や実習先まで通勤します。
一般就労に備える訓練と、社会的
マナー・自立心の養成を目的とし
ます。�

福祉事業所�

就労移行支援にあたって 5

「わーくかんまち」を取り巻くネットワーク
町の中には就労移行支援で利用できるたくさんの社会資源があります。

社会資源を活用した「ふつうの場所」での訓練は、就職後を想定した訓練が行えるだけでなく、

実際的な訓練を行うことで、職業意欲も培われます。

就労移行支援にあたって５ 「わーくかんまち」を取り巻くネットワーク ２２



● 基本的生活習慣�
● 金銭管理�
● 健康管理�
● 身辺整理・身だしなみ�
● 対人コミュニケーション�

● 趣味を持つ�
● お金を上手に使う�
● 仲間とのふれあい�
● 楽しみがある�
● リフレッシュできる�

「生活訓練」と両輪になった「職業訓練」�

生 活 �
暮らしの土台つくり�

職 業 �
自己表現づくり�

余 暇 �
楽しみづくり� 就労訓練�

生活訓練�

● あいさつ、返事、報告�
● 基礎体力�
● 仕事に対する意識・意欲�
● 集中力�
● 確実性、機敏性、持続性�

詳しい事例はp25を参照�

Point 

1
職業的生活習慣の確立
障害者就業・生活支援センターや相談支援事業所、また生活系事業所（グループホーム、ケアホーム、宿泊型自立

訓練）と連携を図り、一般就労にあたって求められる基本的生活習慣の確立を目指します。生活訓練が必要な在宅

や単身生活の方は宿泊型自立訓練の利用も有効です。「一般就労」という同じ目標を目指す、あるいは既に達成を

した他の利用者との集団生活は、訓練面だけでなく、より高い意識を引き出すという点からも効果的です。

福祉的支援の実際 基本的生活習慣の確立

Ａさんは手先が器用で飲み込みも早く、作業面の評価
はとても良好です。しかし朝寝坊が多く遅刻が続いてお
り、このままの状況では雇用継続は難しいと事業所から
声があがりました。そこで、宿泊型自立訓練において、
就寝から起床までの生活リズムを整え、基本的生活習慣
の確立のため訓練を行いました。
Ａさんは訓練を経る中で、生活リズムが少しずつ定着

していき、事業所からもよい評価をされるようになりま
した。
その後、Ａさんはグループホームの生活に移られまし

たが、グループホームにおいても、生活リズムの安定を
主点に、生活面の支援を継続しています。

就労移行支援にあたって 6

生活面との一体的トレーニング
社会で長く働く為に大切なのが安定した日常生活です。

コロニー雲仙では就労移行訓練と合わせて、生活訓練事業所と連携し、一体的な生活訓練を行います。

定着するための働く三要素

就労移行支援で大切なことは、一人ひとりの希望と適性にあった、一般就労への実現とその後の息の長い職場定着を目指

すことです。

社会の中で長く働くためには、安定した日常生活が基盤となります。一日の暮らしの土台である生活面が安定しないと、

職場でのトラブルへとつながり、離職へつながることも多くあります。

そこで就労移行訓練と一体的に生活面も訓練することが重要な鍵となります。

就労移行支援にあたって６ 生活面との一体的トレーニング２３



宿泊型自立訓練�
（夜間）�

宿泊型自立訓練での生活訓練の流れ�

相
談
支
援
事
業�

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー�

グループホーム・ケアホーム�

一人暮らし�

生活面での訓練が必要な場合�
一定期間利用�

自宅�
自立訓練（生活訓練）�
就労移行支援�

②生活応用訓練� ③生活移行実践訓練�

アセスメント期�

3か月～9か月以内� 3か月～6か月以内� 3か月～4か月以内� 3か月以内�

導入・①生活基礎訓練�

● 基本的生活の習慣化と確立�
● 社会適応性�
● 対人協調性�
● 日中就労・活動の安定継続�

※基礎的目標課題の達成・見極め�
※支援計画達成への集中訓練�

生
活
実
習
（
短
期
）�

生
活
実
習（
移
行
最
終 

長
期
）�

● 実際的生活訓練：社会性�

● 自己生活力の再認識�

● 生活協調、生活意欲強化�

● 経済生活の学習�

● 目標課題の達成�

● 試行的体験実習（移行目標）�

⑤定着支援：アフターフォロー�

④生活移行達成訓練�

本体寮� 分寮�

考査�
評価� 評価� 評価� 最終�

評価�

GH・CH体験�

単身生活学習�

自 宅 体 験 �
GH・CH

生活の場への移行!

単身生活�自宅�

生
活
面
の
支
援
・
ア
ド
バ
イ
ス�

Point 

2

● 連絡ノートによる日々の状況把握�
● 定期連絡会議開催（1回/月）�
● 連絡・ケース会議開催（1回/2～3月）�
● 4者面談開催（不定期）�

自宅�

単身生活�

宿泊型自立訓練�

グループホーム・ケアホーム�
自立訓練（生活訓練）�

就労移行支援�

本人、保護者�
日中系事業所（自立訓練（生活訓練）、�
　　　　　　就労移行支援）�
生活訓練事業所�

Point 

3

連携のポイント
支援にあたっては、日中と生活の事業所が課題点を共有し、プランニングしていくことが重要になります。

より豊かな生活に向けた余暇活動の充実
豊かな地域生活を送るということは、仕事と生活の安定だけではありません。

余暇活動や男女交際等、人が暮らしていくなかでの生きがい、楽しみというも

のも不可欠です。

コロニー雲仙では、一般地域サポーターを講師に招いてのクラブ活動や、結婚・

お付き合いを相談する結婚相談室を準備し豊かな生活を応援しています。それ

が職業にも相乗効果が現れ、ハリのある充実した個性的な生活へと発展してい

きます。 和太鼓クラブ「一心太鼓」。４５の
余暇活動グループを支援している。

就労移行支援にあたって６ 生活面との一体的トレーニング ２４



●
障
害
者
職
業
セ
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ー
に
て
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業
能
力
判
定�

●
職
業
安
定
所
へ
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録�

�

●
進
路
指
導�

●
職
場
探
し�

●
園
芸
活
動�

●
養
鶏
場
で
の
グ
ル
ー
プ
実
習�

（
卵
の
出
荷
を
担
当
）�

（
野
菜
栽
培
、
運
搬
作
業
）�

●
基
礎
体
力
・
精
神
力
強
化�

（
ラ
ン
ニ
ン
グ
、ウ
エ
イ
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
等
）�

●
基
本
動
作
訓
練�

（
挨
拶
、
返
事
等
）�

●
か
ま
ぼ
こ
工
場
で
の
職
場
実
習�

●
堆
肥
工
場
で
の
個
別
実
習�

卵の出荷にともなう作業を行う中で一日の作業のリズムと体
力作りを行う。�

1年近く自宅で何もしない生活を過ごし
ていたため、体力不足が目立つ。�
1日を通して働く体力がつくように農園
作業の中で段階的に作業設定する。�

職場探しの学習を行う中で、職業安
定所障害者就業・生活支援センター
に就職相談を行い、就職の意識を高め
る。�
意思交換という課題の克服のためと、
社会経験を積ませる目的で、堆肥工場
での個別実習を開始。�
体力もつき、挨拶・報告も確立する。�

本人の希望する条件の実習先が職業安定所の紹介
で見つかる。実習先を移り、実践的な訓練（かまぼこの
製造補助、洗浄作業）を行う。同時に職場での人間関
係を築く。�
実習スタート2週間ジョブコーチによる集中指導、その
後徐々に指導時間を短くする。�

遅刻が何度かあり、生
活面を含めての定着指
導を行う。�
就職と同時に障害者
就業・支援センターへ支
援の橋渡しを行う。�

導入訓練期� 応用訓練期� フォローアップ期�実践訓練期� 移行訓練期�

2か月� 5か月� 8か月� 11か月�

●定着支援�●生活支援� ●求人情報の提供�

※前職時に登録済� 月2回の訪問指導�
障害者就業・生活支援センター�

出身地（長崎市）の近くに住
みたい思いが強く、自宅から通
える範囲での職場を希望される。�

作業性が認められ、トライ
アル継続終了後雇用が
認められる。�

●離職をされていたため、8時
間働ける体力がない。�
●引っ込み思案で、自分の気
持ちを他の人に伝えるという
意思交換に問題がある。�

�
精神的気のゆるみから、朝出勤できない、身だしなみが出
来ない等の生活面での乱れが目立ったため、通勤寮に
入寮し並行して生活指導を行う。�

通勤寮（現宿泊型自立訓練）（諫早市）�

課題点� 本人の希望�

グループホーム�
（長崎市）�

製造補助、機械洗浄を担当。�

就職先：蒲鉾製造業�
（長崎市）�

トライアル雇用�

ジョブコーチ�

障害者就業・生活支援センターとの連携�

トライアル・ジョブコーチ支援会議� トライアル・ジョブコーチ支援会議�

・職業安定所�
・障害者職業センター�
・「わーくかんまち」�

�・障害者就業・生活支援センター�
・かまぼこ工場担当�

・職業安定所�
・障害者職業センター�
・「わーくかんまち」�

・障害者就業・生活支援センター�
・かまぼこ工場担当�

● 本人の課題点�
● 支援のポイント・量�
● 注意事項�

● 支援の評価�
● 課題点�
● 支援のポイント�

就職�
決定�

就職先が倒産し、離職し
たため、再就職を希望し
相談に来られる。就職に
向けた訓練の必要性か
ら利用となられた。�

「
わ
ー
く
か
ん
ま
ち
」
利
用�

生活面での一体的支援�

Point 

1
Point 

2

個人事例

1 性別 男性 年齢 ２４歳
療育手帳 Ｂ２
居住地 長崎市在住
課題 自分の思いを伝える事ができない。

体力がない。

Ｎさん 離職後、通勤寮（現宿泊型自立訓練） と併用し就職された方
通勤寮（現宿泊型自立訓練）入寮による平行した生活指導

生活リズム、身だしなみ等の基本的生活習慣が確立できておらず、通勤寮（現宿泊型自立訓練）に入寮し生活指導

を行ったことが、就労面での安定につながった。

一般就労に必要な体力・精神面の強化

離職して１年近く自宅で何もしていないため一般就労に必要な体力が不足していた。また、自分の意思を伝えると

いうコミュニケーション能力にも欠けており、全体を通して一般就労に必要な体力と精神面での強化が課題となっ

た。

個人事例 １ 個人事例 １２５ ２６



障害者就業・生活支援センター�

「
わ
ー
く
か
ん
ま
ち
」
利
用�

「持続力」という職業意識
が大きな課題。遅刻や欠勤
が多く安定して出勤できない。
一度休むと一週間程度休
んでしまう。�

2か月� 12か月� 19か月� 24か月�

作業性が認められ、トライ
アル終了後、継続雇用が
認められる。�

障害者就業・生活支援センターとの連携�

社会福祉協議会との連携�

・障害者職業センター�
・「わーくかんまち」�

・障害者就業・生活支援センター�
・縫製工場担当者�

・障害者職業センター�
・「わーくかんまち」�

・障害者就業・生活支援センター�
・縫製工場担当者�

●
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
に
登
録�

●
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
に
て
職
業
能
力
判
定�

●
職
業
安
定
所
へ
の
求
職
登
録�

　
　
　
　
県
立
総
合
運
動
公
園
管
理
作
業�

●
グ
ル
ー
プ
実
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請
負
作
業
）�

�

　
　
　
　
養
鶏
場
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作
業�

●
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別
実
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施
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援
）�

�

　
　
　
　
就
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提
と
し
た
縫
製
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場
で
の
作
業�

●
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習（
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）�

�

●
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●
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業
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立�

●
基
礎
体
力
訓
練�

応用訓練期� 実践訓練期� 移行訓練期� フォローアップ期�

 職場探しの学習を行う中で、
職業安定所や障害者就業・
生活支援センターでの進路
指導を通し、就職の意識を
高める。�

 就職後、収入が増え
たことで金遣いが荒く
なり、休む日が多くなった。
障害者就業・生活支
援センターと連携し、
小遣い帳の記入の練
習等金銭管理を行うこ
とで、継続出勤ができ
る様になった。�

Point 

1
Point 

2

個人事例

2 性別 女性 年齢 ５０歳
療育手帳 Ｂ２
居住地 諫早市在住
課題 職業意識が低く、遅刻や欠勤が多い。

金銭管理が出来ず所持金を使ってしまう。

社会福祉協議会との連携

お金の管理が難しく、すぐに食事やパチンコに使ってしまう。社会福祉協議会と連携し、地域福祉権利擁護事業を

活用し財産管理をお願いしたことで、生活面も安定することができた。

職業意識（持続力、継続した出勤）の確立を中心に支援

休まず出勤することや、忍耐力等の職業意識が欠けており、簡単な理由での欠勤や遅刻が多かった。きちんと出勤

して一日を通して作業をするという精神面での指導が中心になった。

Ｆさん デイサービス利用から就職を希望 された方

あいさつの練習

個人事例 ２ 個人事例 ２２７ ２８



就職�
決定�

就職�
決定�

就職�
決定�

8か月�

Yさん�

24か月�

Mさん�
�

就職�
決定�12か月�

Kさん�

17か月�

Nさん�

一人ひとりに違う就労支援～All in all outではない

現在の就労移行支援事業のさきがけとなったのが、
１９８３（昭和５８）年の重度障害者特別能力開発事業です。
コロニー雲仙では全国に先がけ同事業の指定を受けまし
たが、定員２０名が確保できず、わずか２期で制度を打ち
切ったという経緯があります。
この始まりが象徴する様に、現時点で就労移行支援事

業所の最大の課題となっているのは、事業所ごとの利用
定員数である「利用者の確保」です。
では、定員数は「就職をしたい！」という人と比べて

多いのでしょうか。
当ガイドブックではデイサービスの利用から、就労移

行支援を希望された事例を取り上げました。この様に、
「就職をしたい！」というニーズを持っている方は、地
域に多く存在していると思います。
特別支援学校の卒業生、入所型施設の利用者以外にも、

企業を離職された方、ご家族と一緒に暮らしている方、
医療機関（精神科）を利用されている方等。就労移行支
援にあたっては、「就職をしたい！」というニーズを軸
に、もう一度対象者をとらえ直す必要が出てきます。

対象者が広がる。ニーズが変わる。訓練メニューが変
わる。そこから導き出されるのは、入ってくる時期もバ
ラバラ、出る時期もバラバラという、学校に代表される
「All in all out」とは逆の体制です。すなわち、就労移行
支援は「All in all out」ではない、と発想を転換する必要
があります。様々な人の「就職したい！」というニーズ
を発掘し、一日も早い実現を目指すならば、「All in all
out」という体制はありえません。
それゆえに事業者は、地域障害者職業センター、障害

者就業・生活支援センター、職業安定所、医療機関等と
日頃から連絡をとり、常に待機者を把握し、準備してお
く必要があります。
それはすなわち、一人ひとりのニーズを発掘するとい

う福祉の原点に立ち返ることに他なりません。

「わーくかんまち」が受け入れた利用者の最高年齢は
５０歳、最低は１８歳でした。対象者の幅が広くなれば、持っ
ている能力も、それに伴う訓練の期間も当然変わってき
ます。
就労移行支援事業所に求められるのは、「早く就職し

たい！」という本人の願いに向けて、集団ではなく、個
別的なプログラムを組んで、個々の変化をモニタリング
していくことです。２年間という枠に捉われず、利用者
一人ひとりに合わせた柔軟な訓練メニューの実施が必要
になってきます。
これまで、「わーくかんまち」では、１２名の人を平均

利用日数は１４．４か月で就職に結びつけました。

地域の中で地域の資源を使って

社会資源を活用する第一のメリットは、利用者の職業
意欲や具体的なニーズを引き出せることです。実際に就
職する場で活動することで、「働く」ということについ
て具体的なイメージを持つことが出来ます。また、「こ
ういう場所で働きたい」という職業意欲を引き出し、よ
り前向きに訓練に向えるようになることがねらいです。
即ち地域の中に「エンパワメント」が生まれると思いま
す。

第三には地域資源の活用による支援の充実・移行です。
作業全体の調整は就労先の事業主が行うことで、福祉

的支援は生産性等に気をとられることなく、利用者の状
態の把握や指導にウエイトをおくことが出来ます。
また、利用者一人ひとりが希望する就職へ近づくにつ

れ、これまでのような職員による直接的支援から、事業
所や関連機関への支援の橋渡しをすることが重要になり
ます。このように、職員の役割は、直接的支援から、本
人と地域社会を結びつけるコーディネートとしての役割
へ変ります。

第二のメリットは、個人のニーズに柔軟に対応できる
ことです。
例えば、そうめん工場や自動車の整備工場等、地域に

ある一般事業所と同じ作業が出来る施設を作り、その中
で訓練を行うという、ハード面を充実させる方法もあり
ます。しかし、その施設を建設した当時一般的だった産
業が、いつまでも存続している保障はありません。また、
力仕事が苦手な方や、静かな環境での作業を好まれる方
など一人ひとりの適性が違うため、施設内の作業ではそ
の人にあった訓練メニューの提供が難しくなります。
本人の適性と訓練メニュー、さらに就職する事業所と

の間で、ミスマッチが生まれてしまいます。
地域を舞台とした職業訓練では、身近に広がる社会資

源の中から、一人ひとりにあった訓練メニューや就職先
事業所を提供することができます。訓練メニューは地域
の社会資源の数だけ用意できるのです。

地 域 で 行 う 就 労 移 行 と は ？

1 「就職したい！」という
ニーズを軸に利用者を発掘する

3 常に待機者の
把握と準備が必要に

2 個人に合わせた
柔軟な訓練メニューの実施 1

積極的な社会資源の活用が、
職業意欲やより具体的な
ニーズにつながる

3 職員の役割は支援者から
コーディネーターへ変わる

2 個人のニーズに柔軟に
対応できる訓練メニューが可能に

個々のニーズによって異なる入口と出口

地域で行う就労移行とは？ 地域で行う就労移行とは？２９ ３０



送迎・通勤支援�

個々の適性に合わせた作業内容の設定�

実習費�

実習費�

実習費�

コーディネート� 作業指導�

グループ実習（施設外就労）�

福祉的支援�

工賃（給料）�

就労継続支援B型�

一般事業所�

一般事業所�

一般事業所�

支援員�
（ジョブトレーナー）�

支援員�
（ジョブトレーナー）�

利用者�

利用者�

利用者�

利用者�

支援員�
（ジョブトレーナー）�

支援員�
（ジョブトレーナー）�

鶏協ファーム�

森岡牧場�

なかよし・キッチン えぷろん�

塚原養鶏�

【就労継続支援B型】�
定員30人�

利用者：30人： 職員：5人�

施設外での作業�
（21名）�

施設外就労による利用定員の取扱い�
　本体施設の定員の7割まで施設外就労の利用者とすることが可能�
　※　職員配置も増員した利用者数に準じる�
　（例）30人定員の場合　最大で51人（30人＋21人）までの利用が可能となる�

　【企業A】�
利用者6人：職員1人�

　【企業B】�
利用者6人：職員1人�

　【企業C】�
利用者3人：職員1人�

　【企業D】�
利用者6人：職員1人�

施設外就労加算�
による評価�

1日1人100単位�
（1単位10円）�

ユニット単位で実施�
・1ユニットは利用者3人以上�
・ユニットごとに職員を配置�
　（本体の職員配置以上）�

福祉的支援の内容

障がいの重い人でも地域の一般事業所で働き工賃（給料）を支給。
一般事業所や就労継続支援Ａ型での就職が難しい方でも、グループ実習（施設外就労）として一般事業所で仲間と一緒に

チームで働くことにより、工賃（給料）を受け取ることが可能となります。
コロニー雲仙の就労継続支援Ｂ型では、地域の豊富な社会資源を活用したグループ実習（施設外就労）が大きな特徴です。
就労移行支援ではグループ実習（施設外就労）の目的は「訓練」ですが、就労継続支援Ｂ型では「働く」という要素が強

くなり、それが障がいの重い利用者の誇りにつながっていっています。
この形式は専門家の指導を受けられると共に、利用者の工賃引き上げを図る上でも有効になってきます

地域資源利用型

ソフト面 利用者 ハード面
「なごみ」（島原市）
グループ実習（施設外就労先）

施設外就労加算（２００８年度：基金事業→２００９年度：報酬による対応）
施設外（企業内等）の現場での作業・訓練が、利用者の就労移行や工賃（賃金）の引き上げを図るために有効であるこ

とから、報酬により評価。（２００９年４月～）
対象事業：就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

実施例

ジョブトレーナー（法人自主事業）

●グループ実習先事業所専属の支援員。
●福祉的支援。

地域には一般事業所という多くの社会資源が存在します。
これを活用することで、作業内容の幅が広がるだけでなく、
職員以上の知識を持った専門家から指導を受けながら自分
の仕事として身につけていきます。

コロニー雲仙の就労継続支援Ｂ型のグループ実習（施設外就労）先

・個々の適性に合った作業内容の設定と改善
・事業所との作業調整（作業内容の選定等）
・送迎・通勤支援
・医療的支援

福祉的支援の実際 区分５の方でも高い工賃支給が可能に！ 「なごみ」（島原市）

「塚原養鶏場」（島原市）では、全９万羽のうち２万４千
羽の鶏の収卵作業と、卵を割って液卵を作る作業をしてい
ます。
ジョブトレーナーは、作業の補助となるように上り台や

固定式の容器を準備しました。また、一緒に働き、いつで
も話し相手になってくれるジョブトレーナーの存在自体が、
精神面の安定になっています。
メンバーの一人Ｍさんの障害程度区分は５です。定期的

な病院受診が必要な先天的な魚鱗症をはじめ、手厚い医療
的支援が必要な病気を患っています。
しかし、一人での一般就労は到底難しいＭさんも、他の

５人の方と力を合わせチーム全体で工賃（給料）を稼ぐこ
とが出来ます。

point 2

地域社会資源の積極的活用
社会資源の活用は、その分野の専門家に直接指導を受けられるという点
だけでなく、様々な点でメリットがあります。

就労継続支援Ｂ型のしくみ

・ジョブトレーナーの
存在（精神的支柱）

・補助器具の作成
（作業面の改善）

サラダ農房（雲仙市）

長崎県種馬鈴薯協会 ジャガイモの選別、袋づめ

独立行政法人種苗管理センター ジャガイモの袋づめ

バンゴルフガーデン ゴルフボールの回収

わーくやまびこ（諫早市）

野沢養鶏所 鶏卵の集卵、洗卵

ゆうゆうランド干拓の里 ポニーの引き馬、飼育、小動物の飼育

グループ実習（施設外就労）のメリット

工賃倍増につながる
実習先事業所からグループ単位での実習費を毎月
払ってもらうため、安定した収入が得られます。
また、就労継続支援Ｂ型事業所内での授産事業を
設置した場合と違い、経費がかからず収益性が高
まります。

メンバーや人数を柔軟に対応できる
グループ単位での契約になるため、成果（ノルマ）
をグループ全体で達成する中で、作業内容や状況
に応じて、メンバーや人数を柔軟に対応できます。

創意工夫で柔軟かつ手軽に作業の組み合わせ
が出来ます
多額の資本を要せず、既存の社会資源（企業や農
業等）を活用する事で、その時代の状況（景気・
相場）に左右されず、その如何によって身軽な対
応が出来ます。

1

2

3

障害程度区分 5
工賃 ¥17,800

point 1

ジョブトレーナーが就労を支える
就労継続支援Ｂ型のグループ実習（施設外就労）を支えるのが、実習先事業所
専属の現場付き支援員（ジョブトレーナー）です。
支援員（ジョブトレーナー）の役割は、利用者への直接指導から、本人と実習
先事業所、本人と地域社会を結びつける「コーディネーター」へ変わります。

「塚原養鶏」で働くＭさん

就労継続支援Ｂ型のしくみ 就労継続支援Ｂ型のしくみ３１ ３２



農家A

利用者と職員が複数の事業所を巡回しての作業�

職員�利用者�

就労継続支援B型�

農家B

農家C

実習費�

給
料�

雇用契約�

工賃（給料）�

農家の後継者（技術者）を職業指導員として雇用
し、利用者の作業指導・農業栽培全般を委託。�

農家�

就労継続支援B型�

職業指導員�
（後継者等）�

利用者�

作業指導�
農業栽培�

グループ実習（施設外就労）�

農地の荒廃と超高齢化から農業を守る
農村を歩けば荒れ果てた農地が目にとまります。農業を就労継続支援B型と組み合わせる、農業（地域産業）と福祉の

融合によって、農村の再生につながる新しい未来が見えてきます。

農業では、季節ごとに田植えや収穫等の集中的に労働力
を必要とする作業があります。
「チーム派遣型」では、「田植え部隊」や「稲刈り部隊」
というように利用者と職員がチームを組み、農繁期の農家
を巡回し作業を行います。
農家にとっては必要な時期のみ、必要な労働力を確保す

ることができ、そのために放棄してしまっていた農地の保
全・再生につながります。

就労継続支援Ｂ型の課題点

利用日数限度を「月割制」から「年間制」へ
現在利用日数限度は月間２２日の「月割制」となっています。これを年間２６４日程度の「年間制」に変更することで、「チー

ム派遣型」の様な、季節や天候に左右される事業への対応も可能になります。

就労支援の中のＢ型事業の位置づけを明確に
厚生労働省は本事業の工賃を月額３，０００円以上と設定しています。生活介護においても生産的活動で、同程度の工賃

を支給している事業所もあり、果たしてこの金額の支給は就労継続事業と言えるのでしょうか。また、これに見合う作
業量、作業時間では３年後の個別支援計画の見直しにおいても、Ａ型や一般就労への発展的進路は困難だと思われます。
したがってＢ型事業の基準（対象）を工賃又は職業能力等で明確に示すことも重要だと思われます。

農家の後継者と雇用契約を結び、実習先専属（施設外就
労等）の職業指導員として利用者の作業指導・福祉的支援
を委託します。
事業所側が農業の専門的な知識・技術と労働場所を、B

型事業所が労働力とそれを支える職員を雇用し実施する
「融合型」は双方にとってメリットがあります。
後継者・労働力不足の農家も新しい発想によって、様々

な可能性を思い描くことが出来ます。これは町の工場にも
応用が出来ると思います。

就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 の 未 来 像

1 グループでの出張作業
～チーム派遣型 2 農家の後継者（技術者）を

職業指導員として雇用～融合型

●労働力の流出による農業（農地）の再生・維持
●高齢化による後継者不足の解消

就労継続支援Ｂ型の未来像３３



１ アセスメント票

２ ケア計画表

３ 計画に基づく支援実績及び評価

４ 導入訓練考査

５ 評価表
� 基礎訓練期（前期） 評価表

� 〃 評価集計表

� 基礎訓練期（後期） 評価表

� 〃 評価集計表

� 応 用 訓 練 期 評価表

� 〃 評価集計表

� 実 践 訓 練 期 評価表

� 〃 評価集計表

	 移 行 訓 練 期 評価表


 〃 評価集計表

参 考 資 料
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平成 年 月 日

氏名 生年月日： 年 月 日生 年齢： 歳

障がいの種類
及 び 程 度

身体障害者福祉手帳
療 育 手 帳
精神保健福祉手帳

（等 級）
（記載内容）

障 害 程 度 区 分
（区分） 非該当 １ ２ ３ ４ ５ ６ （旧法） Ａ Ｂ Ｃ
（認定有効期間） 年 月 日～ 年 月 日

病歴・障がい歴

年月 事 項 年月 事 項

主 な 生 活 歴

介 護 を 行 う
者 の 状 況 等

主たる介護者氏名： 家族構成：
本人との続柄：
年齢： 性別：
心身の状況：
生活状況等：（就労状況等を記入）

年金の受給状況

医療保険の状況

使用中の福祉用具

障がい福祉に係る
サ ー ビ ス の
利 用 状 況

その他のサービ
スの利用の状況
（介護保険・
保健医療等）

アセスメント票

３５ 参考資料



１ からだの状況と健康に関する領域

項目 利用者の状況 利用者の意向、希望など 気付いたこと、気になること

疾病の状態と

受診状況

�傷病名

�かかりつけ医

�通院頻度

・日常生活への影響／どのよう

なことが不安、心配ですか

・受診に関する援助

服薬 �あり・内容

�なし

・どのような支援や見守りが必

要ですか

てんかん発作 �あり
・頻度

・様子

・発作時の対応

�以前はあったが現在はない

�ない

・どのような支援が必要ですか

健康への留意 �自分の健康状態について訴
えることができるか

・できる

・できない

�便通 回／日

・便秘ぎみ

�睡眠時間 時間

時 ～ 時

眠剤の使用

・あり

・なし

・健康面での具体的な配慮とし

てどのようなことが必要です

か

３６参考資料



項目 利用者の状況 利用者の意向、希望など 気付いたこと、気になること

衣服の着脱 �衣服の準備
・全介助
・一部介助
・介助不要
�衣服の着脱
・全介助
・一部介助
・介助不要

どのような支援や見守りが必要
ですか／衣服を TPOに合わせ
て選んだり、生活の見通しの中
で準備したりすることができま
すか

食事行為 �食事の準備、配膳、後始末
・全介助
・一部介助
・介助不要
�食事後の清潔の保持
・全介助
・一部介助
・介助不要
�食事介助
・全介助
・一部介助
・介助不要
�食べ物の固執傾向
・あり
・なし
�調理法の配慮
・要
・不要

どのような支援や見守りが必要
ですか／食事は誰が準備し、い
つ、どこで、誰と食べています
か

排泄行為 �排尿
・全介助
・一部介助
・介助不要
�排便
・全介助
・一部介助
・介助不要

どのような支援や見守りが必要
ですか／支援方法

入浴・洗面 �入浴
・全介助
・一部介助
・介助不要
�洗面
・全介助
・一部介助
・介助不要

どのような支援や見守りが必要
ですか／支援方法

２ 日常生活に関する領域

３７ 参考資料



３ コミュニケーション・対人関係に関する領域

項目 利用者の状況 利用者の意向、希望など 気付いたこと、気になること

視覚 ・問題あり
・問題なし

聴覚 ・問題あり
・問題なし

意思表示の手
段

�意思表示の手段
・言語
・文字
・手話
・その他

�意思表示の他者理解
・良好
・特定の人のみ可能
・良好でない

どのようなコミュニケーショの
とり方が必要ですか／絵、写真、
カード等の利用の有無について

他者からの意
思伝達の理解

�はなし言葉の理解
・可能
・一部可能
・不可能

�文字理解
・可能
・一部可能
・不可能

対人関係 �はじめて会う人との関係
・良好
・良好でない
�利用者どうしの関係
・良好
・良好でない
�職員等との関係
・良好
・良好でない
�家族との関係
・良好
・良好でない

どのような配慮が必要ですか

問題行動 ・あり
・なし

背景・要因について、どのよう
なことが考えられますか／対応、
必要な援助

３８参考資料



項目 利用者の状況 利用者の意向、希望など 気付いたこと、気になること

生活リズム ・規則的である

・一定していない

・昼夜逆転あり

どのような支援や見守りが必要

ですか／支援方法

屋外移動 �近距離移動
・介助を要する

・介助不要

�遠距離移動
・介助を要する

・介助不要

どのような支援や見守りが必要

ですか／支援方法

余暇 長期休暇の過ごし方、地域行

事への参加など

どのような支援や見守りが必要

ですか

本人の意向 どのような意向がありますか どのような支援や見守りが必要

ですか

家族の意向 どのような意向がありますか どのような支援や見守りが必要

ですか

４ 日中活動・社会参加に関する領域
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項目 利用者の状況 利用者の意向、希望など 気付いたこと、気になること

経済環境 �主たる収入源 生活を送る上で、特に出費のか

さむものがありますか

住環境 �間取り どのような生活上の不便さや不

都合さがありますか

居住支援

（グループホー

ム・ケアホーム

利用者につい

て記入）

�家事について
・自分でどのような家事をし

ますか。

�世話人、介護者の状況
・提供されているサービス

・職員の夜間体制

�同居中の他の利用者との関
係

・良好

・良好でない

どのような支援が必要ですか／

生活に不便さはないですか。

家族支援 �主たる介護者について
・健康状態

・介護負担

・社会参加の制約

�その他の家族について
・協力の内容

どのような支援が必要ですか／

これからの暮らしに関して希望

していることは何ですか

５ 生活基盤・家族支援に関する領域

４０参考資料



平成 年 月 日

氏 名

事業所名

サービス種別

支給決定期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日

暫定支給決定期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日

支援の全体目標

ケ ア 計 画 表

訓 練 期 サービス内容 目標達成時期

個別ニーズに基づく支援内容

４１ 参考資料



計画に基づく支援実績及び評価

氏名 事業所名 サービス種別

支給決定期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日 暫定支給決定期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日

支援の全体目標

ケア計画

計画に基づく支援実績 支援実績についての評価
ニーズ

（解決すべき課題）
支援目的 サービス内容 頻度・時間

サービスを継続することによる改善
（ 維 持 を 含 む ） 効 果 に つ い て

継続 し た サ ー ビ ス 利 用 の 必 要 性 有 ・ 無
暫定支給決定期間経過後、利用者が引き続きサービスの継続を希望する場合、市は、暫定支給決定期間中のサービスについて審査し、サービスを継続すること
による改善（維持を含む）効果が見込まれるか否かを判断します。
改善効果が見込まれると判断される場合は、個別支援計画に基づく本来的な訓練に移行しますが、改善効果が見込まれないと判断される場合は、当該訓練等給
付に係る支給決定を取り消し、市、事業者及び利用者による連絡調整会議を開催し、今後のサービス利用について調整を行います。

上記計画について説明いたしました。 平成 年 月 日 サービス管理責任者 印

上記の計画について同意いたします。 平成 年 月 日 利用者 氏名 印
受領印

平成 年 月 日

４２
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考
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20％�

0％�
社会生活習慣� 職業基礎習慣�

どうにゅうくんれんこう さ

導入訓練考査
へいせい ねん がつ ど し めい

平成 年 月度 氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点
ひょう か

評価
とっ き じ こう

特記事項

１

し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

せんめん

洗面、はみがきができている ５

２
み

身だしなみができている ５

３ あいさつ、へんじ、ほうこくが、きちんとできる ５

４
にっ か

日課をまもれる ５

５
とうばん

当番をまもれる ５

６
わる

悪いことを〔けんか、うそをいう〕しない ５

７
かつどう

みんなとなかよく活動できる ５

８
せいかつ

かんしゃくをおこさず、おちついて生活できる ５

９
そうだん

だいじなことが、相談できる ５

１０ うがい、てあらいがきちんとできている ５

１１

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

さ ぎょう ば やくそくごと

作業場のきまり、約束事をまもれる ５

１２
しゅっきん

やすまずに出勤できる ５

１３
さ ぎょう

おちついて作業ができる ５

１４
あんぜん さ ぎょう もの

安全に作業ができる。あぶない物がわかる ５

１５
どう ぐ たいせつ

道具を大切にする ５

１６
じゅん び

準備、かたづけができる ５

１７
ひと きょうりょく さ ぎょう

ほかの人と協力して作業ができる ５

１８
はや さ ぎょう

早く作業ができる ５

１９
さ ぎょう

ていねいに作業ができる ５

２０
さ ぎょう

つづけて作業ができる ５

ごう けい

合 計 １００

しょけん

所見

たんにん

担任 �

達 成 度

さいてん き じゅん

＊採点基準 ５・できる ４・だいたいできる ３・ふつう ２・あまりできない １・できない
とっ き じ こう ひょう か こうもく かん き き にゅう

＊特記事項 評価項目に関して、気になるところを記入する

４３ 参考資料



き そ くんれん き ぜん きひょう か ひょう

評 価 表 基礎訓練期（前期）
へいせい ねん がつ ど

平成 年 月度
し めい

氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点
ひょう か

評価

１

し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

せいかつしゅうかん せんめん み み

生活習慣［洗面、はみがき、身だしなみ］が身についている ５

２ あいさつ、へんじ、ことばづかい、マナーなどが、きちんとできる ５

３
ほか ひと へん おも

おかしいこと［他の人から、変に思われるようなこと］をしない ５

４
き そく にっ か とうばん

規則、［日課、当番など］をまもれる ５

５
わる だんじょ

悪いこと［ぬすみ、けんか、ぼうりょく、うそをいう、男女のルールなど］をしない ５

６
よわ もの き も

弱い者いじめなどなく、おもいやりの気持ちがある ５

７
せいかつ

かんしゃくをおこさず、おちついて生活できる ５

８
かんしゃ き も

感謝の気持ちがある ５

９
そうだん

だいじなことは、きちんと相談できる ５

１０
じ ぶん けんこうかん り

自分で健康管理ができて、たべすぎ、すききらいをしない ５

１１
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

き りつ さ ぎょう ば やくそく

規 律［作業場のきまり、約束ごとをまもれる］ ５

１２
あんていせい しゅっきん さ ぎょう

安定性［やすまずに出勤できる。おちついて作業をつづけられる］ ５

１３
あんぜんせい あんぜん さ ぎょう もの

安全性［安全に作業ができる。あぶない物がわかる］ ５

１４
どう ぐ どう ぐ たいせつ じゅん び

道 具［道具を大切にする。準備、かたづけがきちんとできる］ ５

１５
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

い
し
き

職
業
意
識

せっきょくせい さ ぎょう じ ぶん き

積極性［作業を自分からすすんで、やる気をもってできる］ ５

１６
にんたいりょく さ ぎょう

忍耐力［いやな作業でもがまんづよくできる］ ５

１７
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

ぎ
の
う

職
業
技
能

かくじつせい さ ぎょう かくじつ

確実性［作業が確実にきちんとできる］ ５

１８
じ ぞくせい さ ぎょう つづ たいりょく

持続性［作業を続けるための体力がある］ ５

こ じんもくひょう ど りょくてん

個人目標・努力点［ ］ １０

ごう けい

合 計 １００

しょけん

所見

たんにん

担任 �

４４参考資料



き そ くんれん き ぜん きひょう か しゅう けい ひょう

評価集計表 基礎訓練期（前期）
し めい

氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

１

し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

せいかつしゅうかん せんめん み み

生活習慣［洗面、はみがき、身だしなみ］が身についている ５

２ あいさつ、へんじ、ことばづかい、マナーなどが、きちんとできる ５

３
ほか ひと へん おも

おかしいこと［他の人から、変に思われるようなこと］をしない ５

４
き そく にっ か とうばん

規則、［日課、当番など］をまもれる ５

５
わる だんじょ

悪いこと［ぬすみ、けんか、ぼうりょく、うそをいう、男女のルールなど］をしない ５

６
よわ もの き も

弱い者いじめなどなく、おもいやりの気持ちがある ５

７
せいかつ

かんしゃくをおこさず、おちついて生活できる ５

８
かんしゃ き も

感謝の気持ちがある ５

９
そうだん

だいじなことは、きちんと相談できる ５

１０
じ ぶん けんこうかん り

自分で健康管理ができて、たべすぎ、すききらいをしない ５

１１ し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

き りつ さ ぎょう ば やくそく

規 律［作業場のきまり、約束ごとをまもれる］ ５

１２
あんていせい しゅっきん さ ぎょう

安定性［やすまずに出勤できる。おちついて作業をつづけられる］ ５

１３
あんぜんせい あんぜん さ ぎょう もの

安全性［安全に作業ができる。あぶない物がわかる］ ５

１４
どう ぐ どう ぐ たいせつ じゅん び

道 具［道具を大切にする。準備、かたづけがきちんとできる］ ５

１５
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

い
し
き

職
業
意
識

せっきょくせい さ ぎょう じ ぶん き

積極性［作業を自分からすすんで、やる気をもってできる］ ５

１６
にんたいりょく さ ぎょう

忍耐力［いやな作業でもがまんづよくできる］ ５

１７
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

ぎ
の
う

職
業
技
能

かくじつせい さ ぎょう かくじつ

確実性［作業が確実にきちんとできる］ ５

１８
じ ぞくせい さ ぎょう つづ たいりょく

持続性［作業を続けるための体力がある］ ５
こ じんもくひょう ど りょくてん

個人目標・努力点［ ］ １０

ごう けい

合 計 １００

４５
参
考
資
料



き そ くんれん き こう きひょう か ひょう

評 価 表 基礎訓練期（後期）
へいせい ねん がつ ど

平成 年 月度
し めい

氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点
ひょう か

評価

１

し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

あいさつ、へんじ、ことばづかい、マナーなどが、きちんとできる ５

２
ほか ひと へん おも

おかしいこと〔他の人から、変に思われるようなこと〕をしない ５

３
き そく にっ か とうばん

規則〔日課、当番など〕をまもれる ５

４
わる だんじょ

悪いこと〔ぬすみ、けんか、ぼうりょく、うそをいう、男女のルールなど〕をしない ５

５
よわ もの き も

弱い者いじめなどなく、おもいやりの気持ちがある ５

６
せいかつ

かんしゃくをおこさず、おちついて生活できる ５

７
そうだん

だいじなことは、きちんと相談できる ５

８

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

じ かん い しき しゅっきん じ かん きゅうけい さ ぎょうかい し じ かん まも

時間の意識〔出勤時間、休憩、作業開始の時間を守れる〕 ５

９
えいせいかんねん さ ぎょうふく て あら えいせいてき

衛生観念〔作業服、手洗いなどが衛生的である〕 ５

１０
そう じ さ ぎょう ば そう じ

掃 除〔作業場の掃除、かたづけを、すすんできれいにできる〕 ５

１１
き りつ さ ぎょう ば やくそく

規 律〔作業場のきまり、約束ごとをまもれる〕 ５

１２
あんていせい しゅっきん さ ぎょう

安定性〔やすまずに出勤できる。おちついて作業をつづけられる〕 ５

１３
あんぜんせい あんぜん さ ぎょう もの

安全性〔安全に作業ができる。あぶない物がわかる〕 ５

１４
どう ぐ どう ぐ たいせつ じゅん び

道 具〔道具を大切にする。準備、かたづけがきちんとできる〕 ５

１５
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

い
し
き

職
業
意
識

せっきょくせい さ ぎょう じ ぶん き

積極性〔作業を自分からすすんで、やる気をもってできる〕 ５

１６
にんたいりょく さ ぎょう

忍耐力〔いやな作業でもがまんづよくできる〕 ５

１７
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

ぎ
の
う

職
業
技
能

かくじつせい さ ぎょう かくじつ

確実性〔作業が確実にきちんとできる〕 ５

１８
じ ぞくせい さ ぎょう つづ たいりょく

持続性〔作業を続けるための体力がある〕 ５

こ じんもくひょう ど りょくてん

個人目標・努力点［ ］ １０

ごう けい

合 計 １００

しょけん

所見

たんにん

担任 �

４６参考資料



き そ くんれん き こう きひょう か しゅう けい ひょう

評価集計表 基礎訓練期（後期）
し めい

氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１

し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

あいさつ、へんじ、ことばづかい、マナーなどが、きちんとできる ５

２
ほか ひと へん おも

おかしいこと〔他の人から、変に思われるようなこと〕をしない ５

３
き そく にっ か とうばん

規則〔日課、当番など〕をまもれる ５

４
わる だんじょ

悪いこと〔ぬすみ、けんか、ぼうりょく、うそをいう、男女のルールなど〕をしない ５

５
よわ もの き も

弱い者いじめなどなく、おもいやりの気持ちがある ５

６
せいかつ

かんしゃくをおこさず、おちついて生活できる ５

７
そうだん

だいじなことは、きちんと相談できる ５

８

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

じ かん い しき しゅっきん じ かん きゅうけい さ ぎょうかい し じ かん まも

時間の意識〔出勤時間、休憩、作業開始の時間を守れる〕 ５

９
えいせいかんねん さ ぎょうふく て あら えいせいてき

衛生観念〔作業服、手洗いなどが衛生的である〕 ５

１０
そう じ さ ぎょう ば そう じ

掃 除〔作業場の掃除、かたづけを、すすんできれいにできる〕 ５

１１
き りつ さ ぎょう ば やくそく

規 律〔作業場のきまり、約束ごとをまもれる〕 ５

１２
あんていせい しゅっきん さ ぎょう

安定性〔やすまずに出勤できる。おちついて作業をつづけられる〕 ５

１３
あんぜんせい あんぜん さ ぎょう もの

安全性〔安全に作業ができる。あぶない物がわかる〕 ５

１４
どう ぐ どう ぐ たいせつ じゅん び

道 具〔道具を大切にする。準備、かたづけがきちんとできる〕 ５

１５
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

い
し
き

職
業
意
識

せっきょくせい さ ぎょう じ ぶん き

積極性〔作業を自分からすすんで、やる気をもってできる〕 ５

１６
にんたいりょく さ ぎょう

忍耐力〔いやな作業でもがまんづよくできる〕 ５

１７
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

ぎ
の
う

職
業
技
能

かくじつせい さ ぎょう かくじつ

確実性〔作業が確実にきちんとできる〕 ５

１８
じ ぞくせい さ ぎょう つづ たいりょく

持続性〔作業を続けるための体力がある〕 ５
こ じんもくひょう ど りょくてん

個人目標・努力点［ ］ １０

ごう けい

合 計 １００

４７
参
考
資
料



おうようくんれん きひょう か ひょう

評 価 表 応用訓練期
へいせい ねん がつ ど

平成 年 月度
し めい

氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点
ひょう か

評価

１
し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

あいさつ、へんじ、ことばづかい、マナーなどが、きちんとできる ５

２
そうだん

だいじなことは、きちんと相談できる ５

３
わる だんじょ

悪いこと［ぬすみ、けんか、ぼうりょく、うそをいう、男女のルールなど］をしない ５

４
じ ぶん けんこうかん り

自分で健康管理ができて、たべすぎ・すききらいをしない ５

５ し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

き りつ さ ぎょう ば やくそく

規 律［作業場のきまり、約束ごとをまもれる］ ５

６
あんていせい しゅっきん さ ぎょう

安定性［やすまずに出勤できる。おちついて作業をつづけられる］ ５

７
あんぜんせい あんぜん さ ぎょう もの

安全性［安全に作業ができる。あぶない物がわかる］ ５

８

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

い
し
き

職
業
意
識

せっきょくせい

積極性

さ ぎょう じ ぶん き

作業を自分からすすんで、やる気をもってできる。 ５

９
しょくいん じ ぶん さ ぎょう

職員がいなくても、自分で作業にとりくめる。 ５

１０
せきにんかん

責任感
さ ぎょう せきにん

まかされた作業を責任もって、やりとげることができる。 ５

１１
にんたいりょく

忍耐力
さ ぎょう ちゅう い さ ぎょう

いやな作業でもがまんづよくできる。注意されてもおちついて作業ができる。 ５

１２
きょうちょうせい

協調性

ひと ひと きょうりょく さ ぎょう

ほかの人とトラブルをおこさずに、ほかの人と協 力して作業ができる。 ５

１３
じょう げ かんけい し じ ちゅう い す なお

上下の関係がわかり、指示・注意を素直にきける。 ５

１４
きんちょうかん

緊張感
さ ぎょう さ ぎょう い がい しんけん さ ぎょう

作業と作業以外のけじめがつけられる。真剣に作業ができる。 ５

１５

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

ぎ
の
う

職
業
技
能

かくじつせい

確実性
さ ぎょう かくじつ

作業が確実に、ていねいにできる。 ５

１６
じ ぞくせい

持続性

さ ぎょうちゅう み しゅうちゅう

作業中、よそ見をせず、集中できる。 ５

１７
じ かん さ ぎょう

８時間、つづけて作業ができる。 ５

１８
き びんせい

機敏性
じ かんない さ ぎょう お

時間内に作業を終わらせることができる。 ５

こ じんもくひょう ど りょくてん

個人目標・努力点［ ］ １０

ごう けい

合 計 １００

しょけん

所見

たんにん

担任 �

４８参考資料



おうようくんれん きひょう か しゅう けい ひょう

評価集計表 応用訓練期
し めい

氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１ し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

あいさつ、へんじ、ことばづかい、マナーなどが、きちんとできる ５

２
そうだん

だいじなことは、きちんと相談できる ５

３
わる だんじょ

悪いこと［ぬすみ、けんか、ぼうりょく、うそをいう、男女のルールなど］をしない ５

４
じ ぶん けんこうかん り

自分で健康管理ができて、たべすぎ・すききらいをしない ５

５
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

き りつ さ ぎょう ば やくそく

規 律［作業場のきまり、約束ごとをまもれる］ ５

６
あんていせい しゅっきん さ ぎょう

安定性［やすまずに出勤できる。おちついて作業をつづけられる］ ５

７
あんぜんせい あんぜん さ ぎょう もの

安全性［安全に作業ができる。あぶない物がわかる］ ５

８

し
ょ
くぎ
ょ
う
い
し
き

職
業
意
識

せっきょくせい

積極性

さ ぎょう じ ぶん き

作業を自分からすすんで、やる気をもってできる。 ５

９
しょくいん じ ぶん さ ぎょう

職員がいなくても、自分で作業にとりくめる。 ５

１０
せきにんかん

責任感
さ ぎょう せきにん

まかされた作業を責任もって、やりとげることができる。 ５

１１
にんたいりょく

忍耐力
さ ぎょう ちゅう い さ ぎょう

いやな作業でもがまんづよくできる。注意されてもおちついて作業ができる。 ５

１２
きょうちょうせい

協調性

ひと ひと きょうりょく さ ぎょう

ほかの人とトラブルをおこさずに、ほかの人と協力して作業ができる。 ５

１３
じょう げ かんけい し じ ちゅう い す なお

上下の関係がわかり、指示・注意を素直にきける。 ５

１４
きんちょうかん

緊張感
さ ぎょう さ ぎょう い がい しんけん さ ぎょう

作業と作業以外のけじめがつけられる。真剣に作業ができる。 ５

１５
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

ぎ
の
う

職
業
技
能

かくじつせい

確実性
さ ぎょう かくじつ

作業が確実に、ていねいにできる。 ５

１６
じ ぞくせい

持続性

さ ぎょうちゅう み しゅうちゅう

作業中、よそ見をせず、集中できる。 ５

１７
じ かん さ ぎょう

８時間、つづけて作業ができる。 ５

１８
き びんせい

機敏性
じ かんない さ ぎょう お

時間内に作業を終わらせることができる。 ５
こ じんもくひょう ど りょくてん

個人目標・努力点［ ］ １０

ごう けい

合 計 １００

４９
参
考
資
料



じっせんくんれん きひょう か ひょう

評 価 表 実践訓練期
へいせい ねん がつ ど

平成 年 月度
し めい

氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点
ひょう か

評価

１
し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

あいさつ、へんじ、ことばづかい、マナーなどが、きちんとできる ５

２
そうだん

だいじなことは、きちんと相談できる ５

３
わる だんじょ

悪いこと［ぬすみ、けんか、ぼうりょく、うそをいう、男女のルールなど］をしない ５

４
じ ぶん けんこうかん り

自分で健康管理ができて、たべすぎ・すききらいをしない ５

５ し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

き りつ さ ぎょう ば やくそく

規 律［作業場のきまり、約束ごとをまもれる］ ５

６
あんていせい しゅっきん さ ぎょう

安定性［やすまずに出勤できる。おちついて作業をつづけられる］ ５

７
あんぜんせい あんぜん さ ぎょう もの

安全性［安全に作業ができる。あぶない物がわかる］ ５

８

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

い
し
き

職
業
意
識

せっきょくせい

積極性
さ ぎょう じ ぶん き

作業を自分からすすんで、やる気をもってできる。 ５

９
せきにんかん

責任感
さ ぎょう せきにん

まかされた作業を責任もって、やりとげることができる。 ５

１０
にんたいりょく

忍耐力
さ ぎょう ちゅう い さ ぎょう

いやな作業でもがまんづよくできる。注意されてもおちついて作業ができる。 ５

１１
きょうちょうせい

協調性
ひと きょうりょく じょう げ かんけい ちゅう い

ほかの人と協力できて、上下の関係がわかり注意をきける。 ５

１２

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

ぎ
の
う

職
業
技
能

かくじつせい

確実性
さ ぎょう かくじつ

作業が確実に、ていねいにできる。 ５

１３
じ ぞくせい

持続性

さ ぎょうちゅう み しゅうちゅう

作業中、よそ見をせず、集中できる。 ５

１４
じ かん さ ぎょう

８時間、つづけて作業ができる。 ５

１５

き びんせい

機敏性

じ かんない さ ぎょう お

時間内に作業を終わらせることができる。 ５

１６
どう さ はや

動作が早くできる。 ５

１７
ぜんたい さ ぎょう なが さ ぎょう

全体の作業の流れにあわせて作業をすることができる。 ５

１８
おうようりょく

応用力
さ ぎょう ぎ じゅつ き さ ぎょう

作業の技術が、たかい。まわりに気をくばりながら作業ができる。 ５

こ じんもくひょう ど りょくてん

個人目標・努力点［ ］ １０

ごう けい

合 計 １００

しょけん

所見

たんにん

担任 �

５０参考資料



じっせんくんれん きひょう か しゅう けい ひょう

評価集計表 実践訓練期
し めい

氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１ し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

あいさつ、へんじ、ことばづかい、マナーなどが、きちんとできる ５

２
そうだん

だいじなことは、きちんと相談できる ５

３
わる だんじょ

悪いこと［ぬすみ、けんか、ぼうりょく、うそをいう、男女のルールなど］をしない ５

４
じ ぶん けんこうかん り

自分で健康管理ができて、たべすぎ・すききらいをしない ５

５
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

き りつ さ ぎょう ば やくそく

規 律［作業場のきまり、約束ごとをまもれる］ ５

６
あんていせい しゅっきん さ ぎょう

安定性［やすまずに出勤できる。おちついて作業をつづけられる］ ５

７
あんぜんせい あんぜん さ ぎょう もの

安全性［安全に作業ができる。あぶない物がわかる］ ５

８
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

い
し
き

職
業
意
識

せっきょくせい

積極性
さ ぎょう じ ぶん き

作業を自分からすすんで、やる気をもってできる。 ５

９
せきにんかん

責任感
さ ぎょう せきにん

まかされた作業を責任もって、やりとげることができる。 ５

１０
にんたいりょく

忍耐力
さ ぎょう ちゅう い さ ぎょう

いやな作業でもがまんづよくできる。注意されてもおちついて作業ができる。 ５

１１
きょうちょうせい

協調性
ひと きょうりょく じょう げ かんけい ちゅう い

ほかの人と協力できて、上下の関係がわかり注意をきける。 ５

１２

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

ぎ
の
う

職
業
技
能

かくじつせい

確実性
さ ぎょう かくじつ

作業が確実に、ていねいにできる。 ５

１３
じ ぞくせい

持続性

さ ぎょうちゅう み しゅうちゅう

作業中、よそ見をせず、集中できる。 ５

１４
じ かん さ ぎょう

８時間、つづけて作業ができる。 ５

１５
き びんせい

機敏性

じ かんない さ ぎょう お

時間内に作業を終わらせることができる。 ５

１６
どう さ はや

動作が早くできる。 ５

１７
ぜんたい さ ぎょう なが さ ぎょう

全体の作業の流れにあわせて作業をすることができる。 ５

１８
おうようりょく

応用力
さ ぎょう ぎ じゅつ き さ ぎょう

作業の技術が、たかい。まわりに気をくばりながら作業ができる。 ５
こ じんもくひょう ど りょくてん

個人目標・努力点［ ］ １０

ごう けい

合 計 １００

５１
参
考
資
料



い こうくんれん きひょう か ひょう

評 価 表 移行訓練期
へいせい ねん がつ ど

平成 年 月度
し めい

氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点
ひょう か

評価

１

し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

あいさつ、へんじ、ことばづかい、マナーなどが、きちんとできる。 ５

２
じ ぶん けんこうかん り

自分で健康管理ができて、たべすぎ・すききらいをしない。 ５

３
そうだん

だいじなことは、きちんと相談できる。 ５

４
かんしゃ き も

感謝の気持ちがある。 ５

５
わる だんじょ

悪いこと［ぬすみ、けんか、ぼうりょく、うそをいう、男女のルールなど］をしない。 ５

６
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

じ かん い しき しゅっきん じっしゅうさき し ごと じ かん

時間の意識［おくれずに出勤できる。実習先の仕事の時間をまもれる。］ ５

７
き りつ さ ぎょう ば やくそく

規 律［作業場のきまり、約束ごとをまもれる。］ ５

８
あんていせい しゅっきん しょくいん さ ぎょう

安定性［やすまずに出勤できる。職員がいなくても、おちついて作業をつづけられる。］ ５

９
あんぜんせい じっしゅうさき さ ぎょう

安全性［実習先で、あぶなくないように作業ができる。］ ５

１０

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

い
し
き

職
業
意
識

せっきょくせい

積極性
じっしゅうさき さ ぎょう じ ぶん き

実習先で作業を、自分からすすんで、やる気をもってすることができる。 ５

１１
せきにんかん

責任感
さ ぎょう せきにん

まかされた作業を責任もって、やりとげることができる。 ５

１２
にんたいりょく

忍耐力
さ ぎょう ちゅう い さ ぎょう

いやな作業でもがまんづよくできる。注意されてもおちついて作業ができる。 ５

１３
きょうちょうせい

協調性
じっしゅうさき にんげんかんけい

実習先での人間関係が、うまくできる。 ５

１４
きんちょうかん

緊張感
しょく ば じっしゅう しんけん

職場実習を真剣に、とりくむことができる。 ５

１５

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

ぎ
の
う

職
業
技
能

かくじつせい

確実性
じっしゅうさき かくじつ

実習先でもとめられる確実さを、きちんとできる。 ５

１６
じ ぞくせい

持続性
じっしゅうさき きん む じ かんない しゅうちゅう

実習先の勤務時間内は、集中してつづけられる。 ５

１７
き びんせい

機敏性

じっしゅうさき さ ぎょう どう さ はや

実習先での作業の動作が、速くできる。 ５

１８
じっしゅうさき なが き かい なが さ ぎょう

実習先の流れ、機械の流れにあわせて作業ができる。 ５

こ じんもくひょう ど りょくてん

個人目標・努力点［ ］ １０

ごう けい

合 計 １００

しょけん

所見

たんにん

担任 �

５２参考資料



い こうくんれん きひょう か しゅう けい ひょう

評価集計表 移行訓練期
し めい

氏名

こう もく

項 目
はいてん

配点 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１
し
ゃ
か
い
せ
い
か
つ
し
ゅ
う
か
ん

社
会
生
活
習
慣

あいさつ、へんじ、ことばづかい、マナーなどが、きちんとできる。 ５

２
じ ぶん けんこうかん り

自分で健康管理ができて、たべすぎ・すききらいをしない。 ５

３
そうだん

だいじなことは、きちんと相談できる。 ５

４
かんしゃ き も

感謝の気持ちがある。 ５

５
わる だんじょ

悪いこと［ぬすみ、けんか、ぼうりょく、うそをいう、男女のルールなど］をしない。 ５

６ し
ょ
く
ぎ
ょ
う

き

そ
し
ゅ
う
か
ん

職
業
基
礎
習
慣

じ かん い しき しゅっきん じっしゅうさき し ごと じ かん

時間の意識［おくれずに出勤できる。実習先の仕事の時間をまもれる。］ ５

７
き りつ さ ぎょう ば やくそく

規 律［作業場のきまり、約束ごとをまもれる。］ ５

８
あんていせい しゅっきん しょくいん さ ぎょう

安定性［やすまずに出勤できる。職員がいなくても、おちついて作業をつづけられる。］ ５

９
あんぜんせい じっしゅうさき さ ぎょう

安全性［実習先で、あぶなくないように作業ができる。］ ５

１０

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

い
し
き

職
業
意
識

せっきょくせい

積極性
じっしゅうさき さ ぎょう じ ぶん き

実習先で作業を、自分からすすんで、やる気をもってすることができる。 ５

１１
せきにんかん

責任感
さ ぎょう せきにん

まかされた作業を責任もって、やりとげることができる。 ５

１２
にんたいりょく

忍耐力
さ ぎょう ちゅう い さ ぎょう

いやな作業でもがまんづよくできる。注意されてもおちついて作業ができる。 ５

１３
きょうちょうせい

協調性
じっしゅうさき にんげんかんけい

実習先での人間関係がうまくできる。 ５

１４
きんちょうかん

緊張感
しょく ば じっしゅう しんけん

職場実習を真剣に、とりくむことができる。 ５

１５
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

ぎ
の
う

職
業
技
能

かくじつせい

確実性
じっしゅうさき かくじつ

実習先でもとめられる確実さを、きちんとできる。 ５

１６
じ ぞくせい

持続性
じっしゅうさき きん む じ かんない しゅうちゅう

実習先の勤務時間内は、集中してつづけられる。 ５

１７
き びんせい

機敏性

じっしゅうさき さ ぎょう どう さ はや

実習先での作業の動作が、速くできる。 ５

１８
じっしゅうさき なが き かい なが さ ぎょう

実習先の流れ、機械の流れにあわせて作業ができる。 ５
こ じんもくひょう ど りょくてん

個人目標・努力点［ ］ １０

ごう けい

合 計 １００

５３
参
考
資
料
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